
 
 

株式会社エスパルス 
エスパルスドリームフィールド清水 

利用規約 
 

 

〈第1 条〉名称  

当施設は「エスパルスドリームフィールド清水」(以下、SDF 清

水と記す)と称します。 

〈第2 条〉所在地  

SDF清水は、静岡県静岡市清水区袖師町1492を所在地とします。  

〈第3 条〉目的  

SDF 清水は株式会社エスパルス経営のサッカー・フットサル施設

として立地し、エスパルスサッカースクール会場、エスパルスア

カデミーあるいはチーム登録制でのフットサル事業の運営など

を行ないます。  

当施設は、サッカー・フットサルに関わらず、地域の方々のスポ

ーツ・健康増進の場の提供や、様々なイベント開催の場として活

用いただくことを目的とします。 

〈第４条〉利用者資格  

本規約および別途定める「施設利用時の諸注意」の遵守を誓約さ

れた方、利用ルールとマナーを重んじ、施設利用者間、あるいは

施設スタッフ（レフリー含む）との友好関係を維持・推進できる

方。また、通常活動中に起こると想定される傷害等に、利用者自

身で備えができる方。なお、中学生以下の方が施設を利用する際

は、親権者またはチーム代表者(成人の責任者)の同伴を原則とし、

利用時間内は親権者またはチーム代表者(成人の責任者)に全責任

を負っていただきます。  

〈第5 条〉利用者資格の喪失 

施設利用マナーが著しく悪い方（チーム）、施設スタッフ（レフリ

ー含む）の指示に従っていただけない方（チーム）、受付時の誓約

に違反することが判明した方、及び「反社会的勢力」との関りが

判明した方には当施設の利用を禁止することができるものとし

ます。 

〈第6 条〉利用の制限  

エスパルスサッカースクールやイベント、大会等のスケジュール

または施設の保守管理作業などにより、その利用を制限する場合

がある事を承諾していただきます。 また、予期せぬ気象状況、社

会情勢、ウイルス感染予防などで施設の利用が不可能と思われる

場合、SDF 清水の判断により利用を制限することがあります。 

〈第7 条〉免責事項  

利用者は SDF 清水施設の利用に際して生じた不利益、盗難、傷

害その他の事故等について、SDF 清水に対し損害賠償を求める事

は出来ません。また SDF 清水は一切の損害賠償の責を負わない

ものとします。プレー以外の接触は暴力とみなし、それに伴い発

生した怪我や、物損については一切の責を負わないものとします。 

〈第8 条〉チーム登録制度 

SDF 清水はチーム登録制度を有し、所定のチーム登録申請書にて

申込み、年間登録料の支払の後、SDF 清水の承認をもって、SDF

清水登録チーム(メンバー)となることができ、各種メンバーのサ

ービス利用が可能となります。申請されたチーム名称が著しく品

位を欠くもの、あるいは宗教色の強いものまたは反社会的である

と判断された場合は、名称の変更を要請するものとします。なお、

チーム登録申請手続きの際、5 名以上 20 名以下のチームの構成

要員の届出が必要であり、構成要員の届出内容に変更等が生じた

場合は、すみやかにSDF 清水に申請するものとします。 SDF 清

水は自由な裁量によりチーム登録の申請を承諾し、または承諾し

ない事ができ、承諾しない場合にはその理由を示す必要のないも

のとします。  

〈第9 条〉登録チーム(メンバー)資格の有効期間 

登録チーム(メンバー)の有効期間は、SDF 清水が登録申請を承認

した日より1 年間といたします※。 

※高校生以下区分登録の有効期間は、SDF 清水が登録申請を承認

した日の当該年度(4 月1 日~3 月31 日)となります。 

〈第10 条〉登録チーム(メンバー)資格の更新  

登録チーム(メンバー)は、その有効期間を越えて引き続きチーム

登録を希望する場合、所定の更新料を支払い、有効期間を1 年ご

と更新する事ができます。 

〈第11 条〉登録チーム(メンバー)資格の抹消  

登録チーム(メンバー)が各利用料を滞納し、期限を定めた催告に

応じない場合および本規約に違反した場合、チーム登録申請内容

に虚偽が判明した場合、又は他の会員、第三者に迷惑を及ぼし当

施設の秩序を著しく乱した場合、第5 条に該当する事案が判明し

た場合は SDF 清水の判断により、登録チーム(メンバー)の資格

を抹消する事ができるものとします。またその際、登録料の中途

返金はいたしません。 

〈第12 条〉登録内容の変更手続き  

チーム登録手続きの際申請した内容に変更が生じた場合、すみや

かにSDF 清水に申請し、SDF 清水の承認をもって変更ができる

ものとします。 なお、登録内容に虚偽申請が判明した場合、第11

条を適用するものとします。 

〈第13 条〉未登録チーム(ビジター）の施設利用 

SDF 清水は登録チーム(メンバー)以外の団体及び個人への施設

利用を認めます。 ただし、SDF 清水登録チーム(メンバー)の施

設利用を優先し、未登録チーム(ビジター)についても予約が必要

となります。 

〈第14 条〉施設の休業日  

SDF 清水は施設の保守、点検等で必要の範囲内で休業する事があ

ります。 

〈第15 条〉規約改正  

本規約の改正および規約記載外事項の運営等に関しましては、

SDF 清水が検討し、決定、実施いたします。  

〈第16 条〉発効 

本規約は、2021 年10 月1 日より発効するものとします。 

 



 

エスパルスドリームフィールド清水施設利用時の諸注意 
 

いつもエスパルスドリームフィールド清水をご利用いただき誠にありがとうございます。当施設には、下記の通

り施設利用時の諸注意がございます。ご来場の皆様が、楽しくまた安心してご利用いただけるよう、見学の方も含

め利用マナーの徹底にご協力をお願いいたします。 

 

◆ 施設内で禁止されている事 ◆ 

1. クラブハウス内でボールをついたり、蹴ったりすること。 

2. クラブハウス内で走りまわったり、大声を出すこと。 

3. 子供だけで２階フロアー(更衣室含む)へ上がること。 

4. ２階フロアー(更衣室含む)で食べ物を食べたり、飲み物を飲んだりすること。 

5. フットサル専用シューズ、トレーニングシューズ、靴底の平らなスポーツシューズ以外(スパイクシ

ューズ、ハイヒールなど)で人工芝上に入ること。 

6. 防球ネット、消火栓、ベンチならびに天井に向け、故意にボールを蹴るまたは投げつけること。 

7. ゴールや防球ネットにぶらさがったり、寄りかかること。 

8. 人工芝上(アップエリア含む)に食べ物および水以外の飲み物を持ち込むこと。 

9. 人工芝上(アップエリア含む)以外(駐車場、道路上など)でボールを使うこと。 

10. デッキを含めクラブハウス及び人工芝上で喫煙すること。 

11. 施設内で飲酒すること及び飲酒した方が施設内へ立ち入ること。 

12. 高校生以下区分で利用している方(団体)が更衣室及びシャワー室の利用をすること。 

13. サッカースクール生(成人クラスは除く)が更衣室及びシャワー室の利用すること。 

14. サッカースクール生が決められた時間以外にコート内に入ること。 

 

◆ そ の 他 ◆ 

1. 施設等を破損した場合には実費を請求させていただきます。 

2. 喫煙は屋外の定められた場所でお願いいたします。喫煙をされる方はマナーを守ってお願いします

(駐車場、クラブハウス出入口での喫煙および吸殻のポイ捨ては固くお断りいたします。近隣施設敷

地内での喫煙は厳禁です。)。 

3. 施設内にゴミ箱はございません。施設内の自販機で購入した飲食物以外のゴミは各自お持ち帰りくだ

さい。 

4. 他の利用者の迷惑になる行為に対しましては、退場していただく場合があります。  

5. 施設利用者や施設スタッフ等他人への暴力行為や本施設設備を故意に損壊する行為につきましては、

固く禁じるとともに即刻退場いただきます。 

6. 駐車場内を含め当施設内における事故、盗難等につきましては一切の責任を負いませんのでご了承く

ださい。  

7. 利用マナーを守っていただけない方(団体)は、施設の利用をご遠慮いただきます。 

8. プレー中の怪我に関しての保険は加入しておりません。個人もしくは各チームにてご対応ください。 

9. 反社会的勢力またはその構成員またはそのおそれがある者の施設への入場は一切許可致しません。 

 

※ご不明な点は施設スタッフまでお問い合わせください。 

株式会社エスパルス 

エスパルスドリームフィールド清水 


